
(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

福岡高等裁判所

(て

〔

1 行為の概要

■職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害
口 自殺

口施設
〃
９

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為
■ 職員の職務遂行の妨害

□その他

別紙のとおり

2 行為の日時

3 行為の場所

法廷 ，

庁舎内

審判廷又はその周辺

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）
■

その他

■■■■■■■■■■■■

4 行為者

事件当事者

傍聴人

不明

その他

■■■■■■■■

●

5

’
被害者,被害施設等

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設
物品 ,

その他

文書等

■■■■■■■■■■■■

タ



６
口
’１ 行為の態様及び被害の状況

次のとおり ■別紙のとおり 追完予定□

行為に至る経緯
次のとおり

７
口
’ ■別紙のとおり 口追完予定

8 裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

’
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(最総一）
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１
１

|殴打したものである｜ 一 '。'’ 一



(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名）東都地方裁判所

－－

’行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他 （ 〉

行為の日時I~－
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・

行為の場所 ■3

庁舎内 ’

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他（ |） ’
】

■
評，4

1■■■■

ｰ

事件関係者

傍聴人

不明

その他（ |）

（
ロ

■
■

■5

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

|）その他（
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別紙 のとおり□
－

□ 追完予定
■■■■■

ｆ
ｌ画

一一
一
云一
一

ｉ

｜

7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

｜ ‐‐‐

■■P■－－－--
8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情
■次のとおり ロ別紙の とおり 口追完予定
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名

（

〔

蕊
8|8､-3 j

、

『

1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺 ， 自傷

■施設，物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他 （ ）

2行為の日時 ■■
■■

■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■

■■
ご行為の場所

I
法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他（■）

4行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他（I■■■■■ ）

’

■ ら

5被害者，被害施設等

’
裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居(官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他(■■■■■■■■）

｜
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行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり ’
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口追完予定
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仙地裁総第465号
（訟ろ－10)
平成28年8月4日

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書
可

罰廊

iて

〔

『鳳夢ニ
ロー』

L/ IU

一一一

1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害
□それ以外の者に対する加害
口 自殺

口施設
，
，

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用
口逃走

■裁判所構内等における犯罪行為
口職員の職務遂行の妨害
□その他（ ）

〃

2行為の日時
ｰ 夕｜

3 行為の場所
法廷，審判廷又はその
辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む｡）

その他一）

β や

4行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他1■■■■■■）

5被害者，被害施設等

’
裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者
傍聴人

職員の家族
庁舎

住居（官舎を含む。 ）
裁判所のその他の施設
物品，文書等
その他 ー）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■
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態様及び被害の状況

おり 口別紙1項のとおり 口追完予定
凸
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’
裁判所の対応！
次のとおり

８
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’
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

庁尭)構浜帥方栽逃
一

行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺,自傷

施設,物品等の損壊等

文書偽造,官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他（ ）’

１
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ロ
ロ
ロ
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ロ
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行為者は， ’
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１
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6行為の態様及び被害の状況

口孜のとおり ■別紙のとおり 口追完予定

7行為に至る経緯

口次のとおり ■別紙のとおり 口追完予定

別紙のとおり

8裁判所の対応,その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 静岡地方裁判所

１
■Ｉ |■' ｜行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他 （

当｜暴行を受けた□
□
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□
□
□
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□,〔

I

2行為の日時’

行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他

3
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旦一

1l
l

不明

｜ ｜その他（ |） ’(‐
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6 行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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8 裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名）盛岡地方裁判所

行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他 （ ）

行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他 （ ）

行為の日時｜－
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その他（ ） ’

4

事件関係者

傍聴人

不明〈
その他（ ） ’
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行為の態様及び被害の状況

吹のとおり 口別紙のとおり 1
６
■ 口追完予定
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’ ’

行為に至る経緯

次のとおり

7

で 口別紙のとおり 口追完予定

｜ ：

8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書
一(庁名）大

U
幸

1行為の概要

ロ職員又はその家族に対する加害
■それ以外の者に対する加害
口自殺， 自傷

ロ施設，物品等の損壊等
口文書偽造，官職名等の不正使用
ロ逃走

ロ裁判所構内等における犯罪行為
口職員の職務淑了の妨害
'□その他（ ）

口|暴力を振るわれた旨主張していつれ売旨
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2行為の日時
一 夕一七伊 一 ■ー－
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行為の態様及び被害の状況

次のとおり
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口追完予定
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■
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’
7行為に至る経緯

■次のとおり
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 大阪地方裁判所
－

1行為の概要

■職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺， 自傷

口施設，物品等の殴損等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他（ ）

I

I |暴行を

加えたもの

（

2行為の日時

’

3 一
ヨ

（

行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他
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I| ’
’被害者，被害施設等

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他(■■■■■）

5

■

.＝一一一一一一一

6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

－=－1

－

■■■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
・
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
凸
■
ｌ
・
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■
■
■
■
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■
■
■
■

一毛着茸記 琴一一一

’

’
一 一－

Q

7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

6に記載のとおり

一一● －二一



8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

Pいち▽.， ロ 易マモロ化?【■属'ロ了司■ ロ■割I 副ﾛ｣上
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） さいた_ま地方裁判所

I ロ
｜
ロ

’行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他 （ ）

１
口
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
■
□

ﾛ■■■■職務の

’2行為の日時

行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他(l l)

3
－

’I

’

’
｢－－_

行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他(■

’

|）
二二二

被害者，被害施設等

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他I I

’回

■ 三一

’牙~ロ

2a8‘26



6行為の態犠

■淡のとおり

及び被害の状況

口別紙のとおり 口追完予定

ロ

|－ 」

一 ’

－

7行為に至る経緯

■吹のとおり ’ロ別紙のとおり 口追完予定

I ’
＝ ■■■■■■■■■■■■■■■=＝

＝一巧し

し

8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

１
１

’
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(最総一）
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平成28年6ノリ16日

報告書
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平成28年6月16日

さいたま地方裁判所｜ ｜首席書記官殿

さいたま地方裁判園

裁判所書記官I －’

－暇祝について（報告）
＝

l
d

｜

’

Ｆ

一

I
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2
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仙地裁総第49

（訟ろ－1

平成28年8月3

3号

0）

1日

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書（追加）

仙台地方裁判所

平成28年8月4日仙地裁総第465号による裁判所職員に対する加害行為

等に関する報告について，下記のとおり追加報告する。

記

１
１
－

■
。

b , ■

|‐ ’

－一_’■
■

一三一一 一一一一一一z,－

E＝一一ぜ ニーーニー弓ql



(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 千葉地方裁判所

行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他 （

１
口
□
□
□
■
ロ
ロ
ロ
ロ

ー
Ｉ

I
ゴ
ー
■
｜
司
「
「
‐

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

ｌ
－
Ｉ
ｌ

－

|公文書偽造等が発覚した。

I
■■■■■■■■■■■■■■■■

■
。

’ ■■■行為の日時2

3行為の場所

； 法廷，審判廷又はその周辺

’ 庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

’
’

‘■その他

■■■）
行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他(ロ

’
’

’
－ ’

’
| ）

I
’

J

a



－

I
|’1裁判官

I ilその他の職員

|’ 庁舎
住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

' ’
｜その他（

■）

’
行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり

６
■

口追完予定

’ 「－－－－－

’

7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

■■

■

その結果等の行為後の事情

口別紙のとおり

8
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(別紙）

行為の態様について

I

以上


